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(54.00)
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(66.00)

　心身の発達に遅れや障がいをもつ未就学児童（一部小４まで）及び子どもの成
長・発達に心配のある保護者（小６まで保護者）

心身障害児療育の充実

　(1)心身に発達の遅れや障がいを持つ子どもたちの発達支援を行う。
　(2)保護者が育児に対する不安を解消し、積極的に子育てが出来るように支援
   する。

231

3,052

　肢体不自由児（小6まで）の機能回復訓練指導

120

3,071

国支出金

手　　段

(ここから成
 果指標を導
 きます）

 市が行った
(行う)事務事
業の具体的な
実施内容
（※団体補助
等の場合はそ
の補助金によ
る団体の活動
内容を記載）

対　　象
(誰､又は何を)

19
年
度
ま
で

20
年
度

事務区分

（総合計画での
  位置付け） 施策

(何をねらっている
 のか。対象をどの
 ような状態にした
 いのか)

■自治事務　　□法定受託事務　

事務事業開始年度

(ここから成
 果指標を導
 きます）

〃  終了予定年度

節

根拠法令等

障害者福祉

安全で安心できるまち章

直接事業費

7,025

地方債

一般財源

129

2,797

①合　計

21年度（予定）19年度（決算）

（単位：千円）

２　実　施　（ドゥ）

【事業費の推移】

18年度（決算） 20年度（予算）区　　　　分

その他特財

道支出金 3,055

3,7233,723

3,846

3,058

7,067 6,895

163

 成果指標
(目的の達成
 度を測るも
 のさし）

通園児数

利用者アンケートによる満足度

【指標の定義（算式等）】

年間延べ利用人数

年間相談件数

連携業務数

支援業務数

 活動指標
(事務事業の
 活動量や実
 績）

人  件  費
（概算）

②人　数（年間）

③1人当り年間平均人件費

【事務事業を評価する指標（ものさし）】

7.70

9,000

69,300

76,325

7.70

　総　事　業　費 ①＋④ 67,367

133 222保護者支援業務数 件

人 4,531 3,891

件

件

201

64 60 60

220 230

19

60,300

110

19年度

件 214 261

人

207

4,100 4,300

66,281

【指標の定義（算式等）】

100

9,000

76,195

69,300

21年度（目標）20年度（目標）

指　　　　　標　　　　　値

単位

82 93

5,981

9,000

％

④＝②×③

指　　　標　　　名

部長職名 岩泉功一

6.70 6.70

60,300

9,000

18年度

内線８０１

課長職名 平成２０年５月２２日八町史郎

作成部署
保健福祉部

こども発達支援センター

100.00
（回収率）

100.00

別紙１

S56

　(1)子どもの発達課題に合わせた指導や保護者支援
　(2)関係機関（医療機関、児童相談所、幼稚園、保育園保健師など）との連絡調整
　(3)地域支援（幼稚園、保育園、特殊学級、養護学校、福祉施設、及び関係機関より
　　　　　　　 依頼を受けての業務支援）
　(4)市内在住の発達に心配のある小学校6年までの児童の来所・電話相談
　(5)肢体不自由児（小5まで）の機能回復訓練指導

整理番号 20-2

目　　的

意　　図

通園事業及び療育相談事業事務事業名

200

260 260

北広島市

作成日

施策）

　平成２０年度事務事業評価調書（継続用）

１　計　画　（プラン）

上位施策との関連



■

□

□

□

　１次評価のとおり。

□休・廃止
□終了

□統合
□休・廃止
□終了

評点区分 　　４　適切　　　　３　概ね適切　　　　２　改善の余地がある　　　　１　不適切

□拡大重点化

　　□有　　　　■無

【１次評価】

□拡大重点化
■現状継続

　 事務事業担当
　 部局の総合判定

　 内部評価委員会
   の総合判定

　現事業は、継続と充実のため、地域のニーズと
時代の流れを常に把握し、備品の整備や研修を重
ねることによって指導体制を強化していく。
　就学児の発達支援については、今後の対応を他
部署と協議し検討していく。福祉センター及びこ
ども発達支援センターの運営管理上、管理職の配
置を検討して行く。

効
率
性

・市民や社会の要求に合致しているか。
・上位施策を達成するために必要な事務事業か。
　（目的妥当性の度合）
・行政が関与しなければならない事務事業か。
　（公共性・公益性の度合）

公
平
性

有
効
性

妥
当
性

・受益者負担は適正か。
・当該事業による利益が、特定の個人や団体に偏っ
　ていないか。

民間等での実施または市民等との協働が可能である。

民間等で実施または協働して取り組むべきである。
民間活力の活用性評価
（事業担当部局が評価）

□統合

現在一部民間等で実施している。または市民等と協働して実施している。

４　総合判定と今後の方向性（アクション）

民間等での実施または市民等との協働の可能性はない。

□見直し

今後の方向性

前年度の
２次評価

判　　定

現状継続

今後の方向性

　効果的な事業の運営に向け、関係機関と連携を深めること。

[※参考]

今後の方向性（課題と解決方法等）

■現状継続
□見直し

今後の方向性

【外部評価】

【２次評価】

□終了

３　評　価　（チェック）

□拡大重点化
□現状継続
□見直し
□統合

・成果指標値から見て､目標の達成度はどの程度か。
　（達成度合）
・目的を達成するための手段(実施方法)は有効か。
　（手段有効度合）

外部評価
委員会の
総合判定

チェック項目

 法律で実施が義務付けられている事務事業か

選択理由、説明等
評
点

整理番号 20-2

□休・廃止

　児童の健全育成や障がい児童の発達支援から考
えても市が行うことが妥当と考える。

　利用者や相談件数は毎年増加しており、事業は
有効に進められている。通園保護者や関係機関か
らは就学後の利用の要望が上げられている。

4

4

4

・投入した予算や人員に見合った効果が得られてい
　るか。（費用対効果の度合）
・効率的な方法で実施しているか。
　（同じ経費でもっと効率的な方法はないか）

3

　相談や指導は担当を中心としたスタッフで行っ
ており、効率的に業務を実施している。しかし、
通園児や相談の増加、福祉センター管理業務の兼
務で指導業務に支障をきたす場合も出てきてい
る。

　幼児期の発達の遅れや障がいに対しては早期発
見早期療育が望ましいため利用料は市負担が妥当
である。


